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       重要事項説明書  緊急連絡先 Tel 0865-69-2611                                               

                             デイサービスセンター 

                                赤い屋根の家 和                     

【法人概要】 

 合資会社タナ・スマイル（笠岡市大井南６３－７）が開設する(介護予防)認知症対応型通所介

護事業所（デイサービスセンター赤い屋根の家 和）を笠岡市大井南２５－１１に設置します。 

 
【事業の目的及び方針】 

(1)「デイサービスセンター赤い屋根の家 和」は(介護予防)認知症対応型通所介護者の心身の特性

を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活

上の世話及び、機能訓練を行うことにより利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持

並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。また、認知症対応型として個

別ケアを施行し精神機能向上にむけ支援する。 

(2)「デイサービスセンター赤い屋根の家 和」は(介護予防)認知症対応型通所介護事業の従事者は、

その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練

等の介護その他必要な援助を行う。 

(3) 事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を 

図り、総合的なサービスの提供に努めています。 

 
【従業者の職種、員数及び職務の内容】 

(1)管理者            １名  
職員の管理及び職務の管理を行う。 

(2)生活相談員        １名以上 
利用者家族の必要な相談に応じ、適切なサービスが提供されるよう事業所内の 

サービス調整、居宅介護支援事業者等の機関との連携に必要な役割を果たす。  

(3)看護職員または 

介護職員         ２名以上  
看護職員は常に利用者の心身、精神に気を配り適切な看護を行う。 

介護職員は、利用者の心身の状況等を適切に把握し、適切な介護を行う。 

(4)機能訓練指導員    １名以上  非常勤 1名  
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な 

機能訓練を行う。    

(6)調理員           １名以上 調理を行う。 

(7)送迎職員      １名以上 送迎を行う。 

 

【従業員の勤務体制】（標準的な営業日における職員の配置） 

介護職員・看護職員 ･･･勤務時間 8：30～17：30 原則として２名以上の介護職員・看護職員が

勤務致します。 

生活相談員･･･勤務時間 9：00～16：15  原則として 1 名の生活相談員が勤務致します。 

 

機能訓練指導員･･･勤務時間 120 分以上 原則として 1 名の機能訓練指導員が勤務致します。 

                              

調理員 ･･･ 勤務時間 9：00～13：30  原則として 1 名の調理員が勤務致します。 

 

送迎職員･･･勤務時間 8：00～9：00 16：15～17：15 原則として 1 名の送迎職員が勤務致します。 
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サービス提供日：  毎週月曜日から土曜日及び国民の祝日。 

（ただし 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く。） 

営業時間：     8：30 から 17：30 

サービス提供時間： 9：00 から 16：15 

定員  ：     １日  １２人 

対象者 ：     ６５歳以上で介護保険の要支援以上の認定者 

利用料金：     介護保険利用者は国が示した報酬基準の１割または２割または３割 

          （利用料金表は別紙１に掲載） 

【別途】①昼食費（おやつ代含む）として、１日６００円徴収します。 

②夕食費として１日４００円を徴収します。 

③手作業教室の材料費として、実費を徴収します。（参加された方のみ） 

【支払い方法】毎回当日支払い及び、月末まとめ払いで徴収します。 

 

【日課】 

                        

※①レクレーションの内容 

  手作業・ゲーム・音楽療法 

音楽リズム体操・書道・計算・脳トレ 

 

※ ②個別機能訓練 

機能訓練指導員により、利用者の      

心身等の状況に応じて、日常生活を送る 

のに必要な機能の回復又はその減退を防 

止する為の訓練を個別に実施いたします。 

機能訓練時間は専門職スタッフの配置時

間により変更になることがあります。 

※ 排泄に関して 

利用者の排泄の介助を行います。 

 

8：00 送迎開始 

9：00 

 

 

 

9：30 

お迎え 

お茶 

健康チェック（体温・脈拍のチェック） 

入浴 

レクリエーション（※①） 

12：00 昼食 個別機能訓練 （※②） 

くつろぎタイム 

テレビ鑑賞・ゲーム・談話 

レクリエーション（※①） 

15：00 おやつ 

15：30 リラックスタイム・ラジオ体操など 

16：15 送迎開始 

【実施地域】 

 笠岡市内（諸島を除く）の地域とする。 

 

 

【サービス利用に当たっての留意事項】 

(1) 危険物は持ち込まない 

(2) たばこは決まった場所で吸う 

(3) 施設内の備品を持ち帰ったり損傷を与えない 

(4) 人に危害を与えない 
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【緊急時における対応】 

（介護予防）認知症対応型通所介護を実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたと

きは、速やかに主治医・家族・当該利用者に係わる居宅介護支援事業者に連絡する等の措置を

講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 

連携医療機関として平山内科整形外科クリニック・たなか歯科があります。 
 

 

 

【事故発生時の対応】 

事業者は、利用者に対する（介護予防）認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場

合は、市町村、当該利者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

【虐待防止について】 

 当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため「デイサービスセンター赤い屋根家 和 

運営規定 虐待防止に関する事項」に基づき、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとと

もに、職員に対し研修を実施する。 

虐待防止に関する責任者 ： 管理者 山本由佳 

 

 

 

【秘密保持】 

 事業者及び職員は、正当な理由がない限り、利用者に対する介護サービスの提供に際して知り得

た利用者、利用者の家族及び身元引受人の秘密を在職中、退職後共に漏らしません。 

ただし、事業者がサービス担当会議において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとす

る。 

 

 

【非常災害対策】 

事業者は､非常災害に関する具体的計画に基づき、年１回以上､避難・救出その他必要な訓練を

利用者と職員でおこなうものとする。 

  

【職員研修】 

 事業者は、介護職員の質的向上を図る為、各種研修機会を設ける。 

 

 

 

 

 

 

【損害賠償】 

利用者に対する介護サービスの提供に当たって賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害 

を賠償します。   
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関係行政機関の苦情申し立て先 

・ 岡山県国民健康保険団体連合会 

     所在地：岡山市桑田町１７番５号 

     電話・Fax 086-223-8811 ／ 086-223-9109 

     受付時間 8：30～17：00 

・ 笠岡市役所 長寿支援課  

     所在地：笠岡市中央町１－１ 

     電話・Fax 0865-69-2139 ／ 0865-69-2180 

     受付時間 8：30～17：15 

 
附則 

 

この規程は R１年 7月 1日から施行する。 

改訂 R7年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

【地域との連携等】 

 事業所は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包

括支援センターの職員、地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業に

ついて知見を有する者等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置し、運

営を行います。 

運営推進会議は、おおむね６か月に１回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに

必要な要望、助言等を聴く機会とします。 

【その他運営に関する重要事項】 

 提供するサービスの第三者評価の実施状況：なし 

【苦情処理】 

 苦情に対し、アンケート箱を設置するとともに相談窓口を設けています。 

 

■ 苦情窓口：デイサービスセンター 赤い屋根の家 和    0865-69-2611 

受付時間   8：30～17：30 

  

 ■ 苦情担当者     管理者：山本由佳 

＊ 苦情が発生しないよう常日頃から十分配慮するとともに発生時には速やかに改善します。 

また介護保険法令に従い、笠岡市及び国民健康保険団体連合会等の苦情申し立て機関に苦情を申

し立てることが出来ます。 
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令和   年   月   日 

 

 

 

サービスの提供開始にあたって重要事項を説明しました。 

 

 

 

岡山県笠岡市大井南２５－１１ 

 

 

事業者 合資会社 タナ・スマイル 代表社員 田中早苗 

事業所 デイサービスセンター 赤い屋根の家 和 

 

説明者 職名     氏名            

 

 

 

 
サービスの提供開始にあたって 

重要事項の説明を受け同意しました。 
 

住所                

氏名              

 

住所                

代筆者氏名           
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苦情に対する措置の概要 

 
デイサービスセンター 赤い屋根の家 和          

令和元年 7 月 

 

 
施設名および事業所名 デイサービスセンター赤い屋根の家 和 

施設が行う事業の種類 （介護予防）認知症対応型通所介護 

 

措置の概要 

１ 苦情に対する窓口および相談業務担当職員の設置 

 ・苦情窓口    デイサービスセンター 赤い屋根の家 和 

受付時間  8:30～17:30 

電話 ０８６５－６９－２６１１ 

担当者   管理者 山本由佳 

 

・苦情窓口：岡山県国民健康保険団体連合会 086-223-8811 

      笠岡市役所 長寿支援課 0865-69-2139 

 

 

 

          

２ 苦情処理対応について 

① 苦情を受けた各担当者が苦情処理台帳に記載する。 

② 苦情について事実確認を行う。 

③ 必要に応じて会議を開き、処理方法を決定する。 

④ 必要に応じて、処理について関係各機関との連携を行う。 

⑤ 処理方法について利用者に確認を行う。 

⑥ できるだけ速やかに処理を行う。 

⑦ 処理結果を報告する。 

⑧ 以上の過程を台帳に記載する。 

 

３ その他 

 苦情の内容を踏まえサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。 
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個人情報利用同意書 

 

 
デイサービスセンター 赤い屋根の家 和 殿 

 

 

 

私（利用者及び家族）は、サービス担当者会議等の正当な理由がある場

合において、私及び私の家族に関する個人情報を利用することに同意しま

す。 
 

 

 

 

令和 年  月  日 

 

利用者   住所                  

 

      氏名                 

 

 

 

家 族   住所                  

 

      氏名                 

 

      （続柄）       

 

 

 

 

個別の取扱いとして、以下を申し添えます。 

 

・写真等のホームページ・新聞等への掲載 

（  同意する   ・   同意しない  ） 

 


